
山都町週休２日工事実施要領 
（令和６年３月２９日伺定） 

 

第１条（趣旨） 

建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保

が大きな課題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められて

いる。そのため、山都町では労働環境改善に向けた意識向上を図るととも

に、建設業界の週休２日普及に向け「週休２日工事」を実施する。 

 

第２条（週休２日工事の定義） 

（１）週休２日工事 

①月単位の週休２日工事とは、対象期間において、全ての月で４週８休以

上の現場閉所を行ったと認められる工事をいう。 

②通期の週休２日工事とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所

を行ったと認められる工事をいう。 

やむを得ず計画した現場閉所に作業が生じる場合は、振替えの現場閉所

を確保するものとする。 

（２）現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除

き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉

所された状態をいう。 

（３）対象期間 

工事着手日から工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了

した日までとする（工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、こ

こで言う後片付けの対象に含まない）。よって、工事施工範囲内での全て

の作業が完了した後に、現場事務所で行う書類作成・整理については、週

休２日の対象期間外の作業として取り扱う。 

なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している

期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外とする期

間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）についても

週休２日工事の対象期間に含まない。 

 



（４）現場閉所率 

現場閉所率＝対象期間内の現場閉所日数÷対象期間の日数 

 

第３条（対象工事） 

山都町が発注する建設工事のうち、入札公告等に週休２日工事の対象である

ことを明示した工事を対象とする。 

 

第４条（発注方式） 

 次のいずれかによる方式を基本とする。 

 なお、社会的要請や現場条件の制約等により現場閉所を行うことが困難な工

事については、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を推進す

るものとする。 

（１）発注者指定方式 

発注者が、月単位の週休２日工事に取り組むことを指定する方式（通期

の週休２日は必須） 

（２）受注者希望方式 

受注者が、工事着手前に、発注者に対して月単位の週休２日工事に取り

組む旨を協議したうえで取り組む方式（通期の週休２日は必須） 

 

第５条（実施方法等） 

（１）条件明示等 

発注者は、月単位の週休２日工事の対象であることを入札公告等に明示

する。（別紙１参照） 

（２）受注者による意思表示 

受注者は、受注者希望方式の工事については、工事着手日前に「月単位

の週休２日工事」実施の意向について、書面で監督員と協議を行い、実施

の有無を決定する。ただし、週休２日実施に伴う工期の変更は行わないこ

ととする。 

「月単位の週休２日工事」の実施を希望しない場合は、次項以降の規定は

適用しない。 

（３）看板等による表示 

受注者は「週休２日工事」である旨を看板等で現場に掲示する（別紙２



参照） 

（４）閉所計画 

月単位の週休２日工事の受注者は、施工計画書提出時に週休２日取得の

計画日が確認できる現場閉所計画実績表（別紙３参照）を監督員に提出す

る。 

なお、追加工事等に伴い工期が変更となる場合は、その都度、現場閉所

計画実績表（変更）を監督員に提出しなければならない。 

（５）実施報告 

月単位の週休２日工事の受注者は、現場閉所計画実績表により休日（現

場閉所）の実施状況をとりまとめ、毎月、監督員に提出する。 

（６）確認の方法 

監督員は、受注者から提出された現場閉所計画実績表により休日（現場

閉所）の実施状況を確認する。 

 

第６条（工事費の積算） 

（１）当初設計 

発注時は月単位の週休２日達成を前提とした積算を行う。 

（２）変更設計 

現場閉所率の達成状況を確認後、月単位の週休２日に満たない場合は、

通期の週休２日の補正係数に変更するものとし、通期の４週８休に満たな

いものについては、通期の週休２日の補正係数を除した変更を行うものと

する。 

また、工事着手前に月単位の週休２日に取り組むことについて、受発注

者の協議が整わなかったもの（受注者が月単位の週休２日の取り組みを希

望しないものを含む）については、補正係数を除した変更を行うものとす

る。 

なお、工期の途中であっても毎月提出される現場閉所計画実績表の確認

により、明らかに週休２日の達成が見込めない場合や工事の進捗状況の確

認により週休２日の達成が見込めないと判断される場合は、受発注者双方

の合意により補正係数を変更又は除した変更を行うことができるものとす

る。 

附 則 



本要領は令和６年４月１日以降の入札公告等を行う工事に適用する。 

  



（別紙１） 

入札公告等の記載例（週休２日工事） 

 

入札公告等に以下を追記する。 

 

月単位の週休２日工事（発注者指定方式）の場合 

 

月単位の週休２日工事（発注者指定方式） 

本工事は、月単位の週休２日工事の対象工事であり、入札公告に示した予定価

格は、「月単位の４週８休」を見込んだ補正を行った金額である。 

入札に当たっては、「月単位の４週８休」の実施を前提とした積算により応札

すること。 

また、施工後に休日の達成状況を確認後、「月単位の４週８休」に満たない場

合は、その達成状況に応じて補正係数を見直し、請負代金額を減額変更するも

のとする。 

 

月単位の週休２日工事（受注者希望方式）の場合 

 

本工事は、月単位の週休２日工事の対象工事であり、入札公告に示した予定

価格は、「月単位の４週８休」を見込んだ補正を行った金額である。 

入札に当たっては、「月単位の４週８休」の実施予定の有無に関わらず、

「月単位の４週８休」の実施を前提とした積算により応札すること。 

受注者は、工事着手前日までに週休２日の実施の意向について、書面で監督

員と協議を行うこと。 

なお、工事着手日までに週休２日の実施の意向について、書面で協議されな

かった場合には、週休２日は未実施として取扱い、請負代金額を減額変更す

る。 

また、施工後に休日の達成状況を確認後、「月単位の４週８休」に満たない

場合は、その達成状況に応じて補正係数を見直し、請負代金額を減額変更する

ものとする。 

 

 



標示板の例     （別紙２） 

ご 協

力 を

お 願

い し

ま す 

  

14
0c

m

114cm

発注者　山都町役場○○課
　　　　　 電話○○○○-○○-○○○○

受注者　○○○○建設株式会社
           電話○○○○-○○-○○○○

○○○○工事

令和〇年〇月〇日まで
時 間 帯 8:30～17:00

ご協力をお願いします

週休２日（現場閉所型）工事

○○○○○○を

なおしています



 
  



 
  



（別紙４） 

土木工事の労務費補正について 
 
（１）週休２日工事 
【補正係数について】 

 月単位の週休 2 日工事 通期の週休 2 日工事 

労務費 1.05 1.03 

機械経費（賃料） 1.04 1.03 

共通仮設費 1.04 1.03 

現場管理費 1.06 1.04 
 


